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所
得
税

の
税
率

の
改
正

所

得

税

の

税

率

の

改

正

第

繭

序

目

第
三
+
三
巻

一
三

六

第

二
號

七
〇

汐

見

三

郎

税
制

整

理
は
、
行
政
整

理
及
び

財
政
整

理
と
並

ん

で
現
代

日
本

の
直

面

せ
る
最
も

重
大

な

る
問

題

で
あ

る
。
税

制

整

理
と

云

ふ
以

上
は

・

一
つ
一

の
租
税

に
捕

は
れ

る
事

な

一
、
全
部

の
租
税

を
合
し

て

一
つ
の
組
織
艦

と
見

て
、
租
税
制
度

を
整

理

せ
ん
と
す

る
の

で
あ

る
。
租
税
制
度

を
整

理
す

る
た

め

に
は

、
其

の
中

心
鮎

を
な
す
所
得

税
法

に
付

き
考

察

を
廻
ら

さ
ね
ば

な
ら

ぬ
。

こ
れ
税
制
整

理

の
第

一
歩
と

し

て
、
所
得
税
法

の
改

正
が
問

題

と
な

る
所
以

で
あ

る
。

所

得
税

は
租
税
禮

系

の
中

根
を
占

む

る
が
故

に
、
所
得
税

を
中

心
と
し

て
種

々
の
問

題
が
展

開

せ
ら

れ

る
の

で

あ

る
。
例

へ
ば

、
所
得
税

の
課

税
物
件

た

る
所
得

の
意
義

を
如
何

に
定
む

る
か

の
如

き
、
先

決
問
題

で
あ
ら

う
。

然

し
所
得

税

の
課
税

物

件
が
決

定

し
た

ろ
後

に
於

て

は
、
如

何
な

る
プ

ロ
セ

ス
を
経

て
税
額

を
算

定
す

べ
き

か

の

問
題

に
逢

着
す

る
の
で
あ

る
。

こ
れ
即

ち
税
恋
†
の
問
題

に
し

て
、
財
政
學

上

か
な
b
廣

範
園

に
わ

た
り

研
究

せ
ら

る

べ
き

で
あ

る
。
現

に
我
国

に
於

て
も

、
神

戸
、
土

方

、
田
中

の
諸
學

者

に
論
ぜ
ら

れ

た
の
で
あ

る
が

、
や

、
も

塑羅i歴 輝 携 諺灘 脚 薯羅 雄蜘 ・公式幡 輔
礎概念5阜 頁⊃。
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す

れ
ば
閑

却

せ
ら

れ
勝

ち

で
あ

る
。
私

は
視

野
を
専

ら
税
恋
†
に
集
中

し

、
我

現
行

の
所
得
税
法

の
改
正
を
考

へ
た

い

の
で
あ

る
。
主

目
的
が
時

事
問

題

の
解
決

に
あ

る
事

は
勿

論

で
あ

る
が

、
労

ら

「
敷
字
が
如

何

に
財
政
學

に
重

め

要

な

る
地

位

を
占
む

る
か
」

の
問
題

を
も

、
竃
。
=

や
阿
部
博
士

と
共

に
考

察

す

る
を
得

ば
幸
甚

で
あ

る
。

先

づ
第

一
に
我
が
所
得

税
法

が
併

用

せ
る
源
泉

課
税
主
義

と
綜

合
課
税
主

義
と

が
税
率

の
上

に
如
何

に
響

い
て

み

る
か
を
明
ら

か

に
し
、
更

に
第
三

種
所
得
税

の
税
率

の
内

容

に
立

入
り

、
最
後

に
地

方
附
加

税
及

び
物
慣

の
憂

動

を
税
恋
†決
定

の
上

に
如

何

に
考
慮

す

べ
き
か
を
明

ら

か
に
し

た

い
の

で
あ

る
。

第
二

源
泉
印課
税
と
綜
合
課
粧

現
行
所
得
税
法
の
第
三
條
、
第
十
四
條
、
第
二
十

一
條
、
第
二
十
二
條
、
第
二
十
三
條
の
五
つ
の
修
文
を
比
較

む

　

　

む

む

む

す

る
と

、

二

つ
の
主
義

の
交

錯

せ
る
を
登
見

す

る
の

で
あ

る
。
我
が
所
得

税
法

は
原
則

と
し

て
綜
合
課

税
主
義

を

採

用

し
、
凡

て
の
所
得

を
其

れ
を
受

く
る
個
人

に
綜
合

し

て

み
る
。
而

し

て
千

二
百
圓

以
上

の
所
得

に
付

い
て

は

最

低

の
0

・
八
%

よ
り

最

高
三
六

%

の

超
過
額

累
進

税
率

を
適

用

す

る

の
で
あ

る
。
然

る
に
綜
合
課
税

の
原
則
切

例

外
を

な
す

も

の
が

二

つ
存
し

て
み

る
。

綜
合
課

税

の
例
外

の
第

一
は
公
債

肚
債

銀
行
預

金

の
利
子

、
貸

付
信
託

の
利
益

で
あ

る
。
国

債

の
利
子

は
免
税

せ
ら

れ

て
る

る
が

、
地

方
債

の
利
子

ば
四
%
、
社

債

銀
行
預

金

の
利
子

、
貸
付

信
託

の
利
益

は
五

%
の
比
例
税
率

所
得
検
の
税
率
の
改
正

第
三
+
三
巻

二
二
七

第
二
號

七
一

●

2)Moll;DieMethodischeBedeutungderlah/en(Lelirし)uchderFinanzwissen.

schaftS.4z)

阿 部 博 士;客 観 的 認 識 用 具 と し て の 『敷 』

(経 濟 學 全 集 第 十 九 巻66頁)



所
得
税

の
税
率

の
改
正

第
三
+
三
春

二
二
八

第

二
號

七
二

む

む

む

む

む

む

を
採

用

し
、
專

ら
源
泉
課

税
主
義

に
依

っ
て
み
る

。

第

二

の
例
外

を
な
す

も

の
は
、
法
人

よ
り
受

く

る
利
益
若

し

く
は
利
息

の
配
當

,
又

は
剰
飴

金

の
分
配

で
あ

っ

つ

む

む

む

て

、
特

に
株

式
會

肚

の
配
當
金
が
代

表
的

の
も

の

で
あ

る
。

法
人

の
普

通
所
得

に
は
第

一
種

甲
と

し

て
源
泉
課
税

を
行

ひ
、
五

%

の
比
例
税
率

を
課

し

て
み
る
。
更

に
そ
れ
が

配
當

せ
ら

れ

て
個
人

の
所
得

と
な
り

し
も

の

に
つ
い

ラ

ラ

ク

て

は
、
六
十

.パ
ー

セ

ン
ト
を
他

の
所
得

と
合
算

し
、
個
人

に
繍
住

し
て
累

進
税
率

を
適
用

し

て
み

る
の
で
あ
る
①

綜
合
課

税
主
義

に
し
て
索

溝
、視
率

を
採
用

せ
る
第

三
種
所
得

と

、
源
泉

課
税
主
義

に
し

て
比

例
税
穣

を

採
用

せ

る
第

二
種

所
得

と

、
源
泉
課

税

と
し

て
五
%

の
比

例
税
を
採
用

し
六
十

.パ
ー

セ

ン
ト

に
累
進

税
率

の
綜
合

課
税

を

適

用

せ
る
配
當

所
得
と

の
三
種

の
税
率

を
各
所
得
金
額

に
付

き
算

定

す

る
と

、
第
二

表
を
得

る
事

が
出

来

る
、
〔註
)

(
謎
)

配
當
所
得
の
税
率
算
定
は
次
の
二
つ
の
手
纏
き
に
よ
っ
た
の
で
あ
る
。
第

一
に
、
第

一
種
所
得
の
善
道
所
得
の
税
率
を
五
%
と
す
る
。

第
二
に
、
所
得
総
額
の
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
六
割
が
第
三
種
所
得
と
し
て
個
人
に
綜
合
せ
ら
れ
累
進
課
税
せ
ら
れ
る
。
こ
の
第

一
の
税
額

と
第
二
の
税
額
と
を
合
計
し
た
も
の
を
、
所
得
総
額
に
て
除
し
甲
.得
た
る
商
が
配
當
所
得

の
視
牽
と
な
る
の
で
あ
る
。

所

得

税

本

來

の
性

質

よ

り

せ
ば

、
第

三

種
所

得

に
見

る
が

如

く

、
累

進

税

率

に

よ

る
綜

合

課

税

を

凡

て

の
所

得

に

例

外

な

く

行

ふ

べ
き

で

あ

る

。
然

る

に
國

債

の

利

子

を

免

税

し

、
地

方

債

預

金

の
利

子

に
比

例

税

率

の
源

泉

課

税

を

行

ひ

、
更

に
配

當

所

得

に
は

比

例

税
率

の
源

泉

課

税

と

累

進

税

率

の
綜

合

課

税

と

を

併

用

し

て

み

る

の

で
あ

る
。
然

ら

ば

か

》
る
養

態

的

課

税

方

法

が

凡

て

の
株

主

、

凡

て

の
資

本

家

に
例

外

な

く

利
益

な

り

や

と

云

ふ

に
、

3)'拙 稿;株 式配當金 の源泉課税(本 誌 第三十巻 第六號)



所
得
税
の
税
率
の
改
正

第
三
+
三
巻

菟

第
二
號

七
一
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所
得
税
の
視
奉
の
改
正

必
す

し
も

そ
う
と

は
限
ら

な

い
の

で
あ

る
。
第

一
圖

表

の
示
す
が
如

く

、
地
方
債

の
利
子

年
額

六
千
圓

以

下

の
所

得
を
受

く

る
人
な
ら

ば
綜
合
課

税

が
利
益

で

あ

り

、
預

金
利
子

の
み
よ
り

の
所
得

を
受

く

る
人

な

・
ら
ば

.
八
千
圓

以
下

の
所
得

忙
付

い
て
は
綜

合
課

税

が
有

利

で
あ

る
。
更
.に
配
當
所

得

に
付

い
て
見

れ
ば

羊
頭

一
=
喝
巫
子
引
田
タ
F

㌧よ
、
乞
よ
{示
}
果
免

D
ケ
・p
可

d
嘉

・
一」U
一
=
[

」
一
フ

ー
}
丘
小
ノT
「言膠
着

(

」ノ
オ
矛

盆

で
あ

る
。
此

等

の
大
中
小

の
各
所
得

者

の
利
害

關

係

は

、
第

一
圖

表

の
各
種

所
得

の
税
率

を
比

較
す

る

事

に
よ

っ
て
之

を
明
ら

か

に
す

る
事

が
出
来

る
。
省

本
圃

表

を
作
製

す

る
に
當

り

、

Ω
雪
暮
興

に
從

ひ
、

水
準
線

た

る
所
得
金
額

を
封
敷

目
盛

に
と
り

、
垂

直

線

た

る
税
率

を
普
遍

目
盛

と
し

た
る
、
年

対
数
圖

表

を
採
用

し
た

の
で
あ

る
。
、

要

す

る

に
、
源
泉
課

税
主
義
を
採

用

し
叉

は
併

用

第
三
十
三
巻

二
三
〇

第

二
號

七
四

税
率
%
齢

コ「レ'「・ヅ 第 一 圖 表 各 種 所 得 の 税 率 比 較 表
1.000S.000呈0.onoin`, .00∩ 細 牌.000
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0.0
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「

一
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す

る
事

に
よ

っ
て

、
大

所
得
者

は
利
益

し
小
所
得
者

は
損
失

を
蒙

っ
て
み

る
の
で
あ

る
。

理

論
的

に
云

へ
ば
綜
合

課

税
主
義

の
徹
底

は
動

か
し
難

き
要

求

に
し

て
、
歎

年
前

已

に
小
川
博

士

の
強

く
主
張

せ
ら

れ
し
所

で
あ

る
。
唯

實

際
問
題

と
し

て
は
、
公
肚

債
銀
行
預

金

の
利
子

の
綜

合
課
税

は
事
買

上
は
不
可

能

な

り

と
云

ふ
、
有
力

な

る
反
射

論
が
行

は
れ

て
る
る
。
然

し

,
相

績

税
法

に
於

て
は
現

に
此
等

の
所
得

に
も
課
税

し

て
み

る
の

で
あ

る
か
ら

、
必
ず

し
も
不
可
能

な
り
と

は
云

ひ
得

な

い
の
で
あ

る
。

税
率

の
統

一
を
尊
重

す

る
鮎

よ
り
考

へ
て
、
所

得
税

法

の
改

正

に
關

し
、
次

の
二
鮎
を
注
意

せ
ね
ば
な
ら

虹
。

第

一
、
第

二
種
所
得

の
綜

合
課
税
を

行

ふ
を

理
想

と
す

る
の

で
あ
.る
が

、
そ

れ
が
出

離
な

い
ま

で
も
、
國

債

利

トコ

にも
コド
ロ
へも
ド
ヨ
ノ
コ
し

ド
ヨ
こりコ
コ
もユ
ヤ
へ　ロココぎコ
リ
こ

コロロ
コ
し
チロ
し

　
ラ

子

に
も
尼

す
譜
潤

し

て
2

て
瓶
葎

の
壮

図

渥
根
を
描

ま

せ
麗
醤
な

ら

尻
、

第

二
、
法

人

の
配
當

金
を
個
人

に
於

て
百

パ
ー

セ

ン
ト
綜

合
課
税

す

る
を

理
想
と

す

る
も

、
少

く
も
現
行

の
六

十

パ
ー

セ

ン
ト
の
綜
合

課
税
主
義

を
守

る

べ
く
、
決

し

て
源
泉

課
税

に
復
臨

し
て
は
な
ら
な

い
。

此

の
結

論
は
極

め

て
微

温

的

で
あ

る
が
、
先

年
以
来

の
商

工
會
議

所

の
意

見
と

は
根
本
的

に
立
場

を
異

に
し

て

み

る
の

で
あ

る
。
近

き
將
來

に
於

て
は
、
我
國

の
所
得
税

法

は
私

の
意

見

に
接
近

し
た

る
も

の
と

し

て
改
正

せ
ら

る

～
も

の
と
信

ず

る
の
で
あ

る
。

第
三

第
三
種
所
得
税
の
税
率

所
得
税
の
税
率

の
改
正

第

三
十
三
巷

二
三

一

第
二
號

七
五

5)小 川博士;税 制 幣理論76頁 。
大 内教授;財 政學大綱 中巻400頁 以下



所
得
税
白
税
率
の
吹
正

第
三
十
完
巻

七
六

一一一一一一
第
二
競

我
が
所
得
税
法
は
源
泉
課
税
な
る
棲
態
的
分
子
を
内
部
に
包
合
し
て
ゐ
る
に
拘
ら
争
、
業
の
重
心
は
第
三
種
所

得
税
に
存
し
、

て
は
、
特
に
第
三
種
所
得
税
の
累
進
税
率
を
考
察
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

本
誌
前
競
に
於
て
説
明
し
た
る
所
で
あ
る
6
0

先
づ
異
累
進
を
論
じ
、

... 
。。。。。コ
0

3

異
累
進
は
夜
接
累
進
L
」
間
接
紫
議
と
に
分
れ
、

-ー

累
進
税
率
の
綜
合
課
税
主
義
が
原
則
と
な
っ
て
ゐ
る
。

故
に
所
得
税
の
税
率
を
研
究
す
る
に
営
つ

。。。。。コ

累
進
に
異
累
進
と
準
黒
進
と
が
め
る
事
は
、

失
に
準
累
進
に
移
る
事
曹
と
す
る
。

、
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

官
接
累
進
は
更
に
会
観
緊
準
正
超
過
額
黒
進
と
る
式
に
よ

、.、.、.

る
黒
準
と
よ
り
な
る
の
で
め
る
。

;
?
L
P
7
 

第三種所得積の税寧比駿表
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除

査
定

の
間
接
累
進

を
併

用
す

る
超
過
額
累

進

を
採
用

し
、
更

に
大

正
九
年

に
純
粋
な

る
超
過
額
累

進

に
移

り

其
後

小
改

正
を
経

て
現
在

に
及
6
,
で
る
る
の

で
あ

る
。

明

治

三
十

二
年

の
全

額
累
進

と

、
大

正

二
年

の
間
接
累

進

を
包
含

す

る
超
過
額

累

進
と

、
大

正
十

五
年

の
純
粋

の
超
過
額
累

進

と
を
比
較

す

る
と

、
第

二
表

を
得

る
事

.P
七
興

る
。

ツ

ー̀

フ
ノ
,

や
つ
ロ
　
ぎく
ラ

コ
ぎ

ヨ
ド
も

サヤ

　

し
ココケ

ロ　

コ

鋸

二
拳

を

「
雇
ゆ
隔

に
示

す

た

め
に
、
鍾

二
圖

表
を

作

製
し

た

の
で
あ

る
。
明
治

三
十

二
年

の
全
額
累

進

が

如
何

に
飛

躍
的

に
し

て
不

公
準
な

り

し
か
は
、

一
見
し

て
之
を
明

か

に
す

る
事

が

出
来

る
。
更

に
大

正

二
年

の

改

正

に
よ

り

、
大

な

る
不
公
李

は
救
濟

し
得

た

る
も

、

間
接

累
進

に
よ
り
千

圓
以

下

の
所

得

階
段

に
は
依
然

不

公
準

が
存

し

て
み
た

の
で
あ

る
切

現
行

の
所
得

税
法

の
税
傘

に
は
刻

み
目
無

に
波
打

つ

.所
得
税

の
税
率

の
改
正

?.600.n∩o

黎
話

第二圖表 第三種所得税の税i率比較表
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所
得
積
白
積
率
の
吹
正

第
三
十
=
一
巻

四

第
二
競

七， .... 

所
の
快
酷
を
ま
ぬ
が
れ
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
大
韓
に
於
て
非
難
の
少
き
色
の
と
な
っ
て
ゐ
る
。
但
じ
水
卒
線
の

所
得
階
段
の
刻
み
方
炉
等
差
扱
教
に
色
め
ら
や
、
等
比
統
敢
に
色
非
争
、
車
に
立
法
者
の
気
ま
戸
、
れ
の
産
物
の
如

〈
見
ゆ
る
所
の
め
る
事
と
、
更
に
垂
直
線
の
税
率
の
上
り
方
に
も
何
ら
の
9
ズ
ム
が
窺
は
れ
得
な
い
の
は
遺
憾
で

叫

M

M

M

M

M

M

M

n
u
n
w
n
u
v
n
u
n
u
d
A日

n
u

。υ
A

W

W

H

V

n

M

A

V

Q

U

Q

U

5
3
A
A
A
J
2
x
 

J

4

」

」

」

4

」
一

W

A

Aり

A
O
A
U
A
O
A
H
V
A
H
U
Aリ

h

U

A
リ

A
リ

ハ

リ

A
リ

A

u

n
リ

A
U

四

川

叩

M

M
叩
即
日
採
用
せ
し
が
加
さ
は
注
目
す
べ
き
一
帯
買
で
め
る
。

。

コ

コ

0

0

こ
準
黒
撞
の
立
法
と
し
て
は
、
所
得
金
額
よ
り
保
険
料
最
高
二
百
困
ぞ
控
除
し
、
動
妙
所
得
に
付
き
一
割
又

。3
9

9

0

は
二
割
を
控
除
し
、
特
種
扶
養
家
族
一
人
に
付
き
百
固
を
控
除
し
、
其
の
残
額
に
累
進
税
率
を
課
す
る
事
と
な
っ

あ
る
。
ド
イ
ツ
の
統
計
局
が
最
近
の
生
計
調
査
の
所
得
階
段
を
整
理
す
る
仁
営
り
、

従
来
の
侍
統
を
破
り
、
究
の
如
き
等
比
経
敷
的
|
|
二
割
増
し
1
ー
の
所
得
階
段
を

て
ゐ
る
。
準
累
進
の
進
め
方
に
二
つ
の
種
類
の
存
す
る
事
ぞ
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
保
険
料
は
所
得
金
額

の
如
何
に
拘
ら
守
凡
て
之
を
控
除
し
て
ゐ
弓
に
反
し
、
勤
勢
所
得
の
控
除
は
一
高
二
千
固
を
越
ゆ
る
者
に
は
及
ぱ

ゃ
、
特
種
扶
養
家
族
の
控
除
も
三
千
国
以
下
の
所
得
者
に
限
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
此
結
は
主
義
の
一
貫
を
棋
い

て
ゐ
る
様
子
で
あ
る
。

。。
C

0

0

0

0

先
づ
動
勢
所
得
の
控
除
に
つ
い
て
見
る
に
、
綿
所
得
金
額
一
高
二
千
回
以
下
の
人
に
限
ら
れ
、
瓦
に
六
千
固
を

墳
と
し
て
上
下
に
分
ち
.
二
つ
の
場
合
を
考
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
六
千
回
以
下
の
組
所
得
の
人
の
場
合
に
は
勤

勢
所
得
の
二
割
を
控
除
す
る
の
で
あ
る
。
組
所
得
六
千
圃
を
超
ゆ
る
者
に
付
い
て
は
勤
勢
所
得
の
或
は
二
割
、
又

舗、

t、



は
一
割
を
控
除
し
て
ゐ
る
。
準
累
進
が
税
率
の
上
に
如
何
に
現
は
る
〉
か
を
示
す
た
め
、
第
三
表
を
作
製
し
た
。

第三表

第ぎ種所得k第三種動

勢所得との税芸春比較表
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問
題
を
簡
単
に
す
る
た
め
に
第
三
表
に
於
て
は
所
得
金
額
の
全
部
を
勤
勢
所
得
に
て
得
る
人
と
、
所
得
金
額
の

全
部
を
動
勢
所
得
以
外
の
所
得
か
ら
得
る
人
と
の
こ
つ
の
場
合
守
分
ち
、
雨
者
の
負
携
関
係
を
比
較
し
た
の
で
あ

る
。
第
三
表
に
て
奇
異
に
戚
じ
る
の
は
一
高
二
千
固
の
所
得
者
は
四
・
七
%
の
所
得
税
を
負
躍
し
・

一
回
増
し
の

一
高
二
千
一
回
の
所
持
者
は
六
・
一

μ
の
負
捨
と
な
り
、
僅
か
一
回
の
蓮
ひ
で
急
激
に
税
率
が
飛
躍
し
て
ゐ
る
事

で
あ
る
。
之
は
税
率
の
理
論
か
ら
云
っ
て
面
白
く
な
い
事
で
あ
る
。
第
三
圃
表
に
つ
い
で
見
れ
ば
、
こ
の
不
都
合

を
明
ら
か
に
す
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

所
得
金
額
の
如
何
に
拘
ら
中
、
勤
持
所
得
よ
り
常
に
一
割
を
控
除
せ
じ
大

E
二
年
の
立
法
も
極
端
で
あ
る
が
、

所
得
税
豆
腐
慈
の
吹
正

第
三
・
十
三
巻

第
二
獄

二
=
一
五

七
九



所
得
税
の
税
蛮
・の
改
正

%
附
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柵
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第三圖表
第三種所得 と第三種動

勢所得 と1の税率比較表
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Z

δ,oou
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1

第三種所
得の税率

動勢所得
の税率

2.りOO

%
aゆ

"

御

印

釦

齢

"

n

第
三
十
一二
巻

二
三
山ハ

第

二
號

八
0

又

人
爲

的

に

一
萬

二
千
圓

を
最
高

所
得
額
と

定

め
、

一
萬

二
千
圓

を

超
ゆ

る
も

の

に
は

一
切
動
勢

所
得
控
除

を

行
は

な

い
と
云

ふ
現

行

法

も
極
端

で
あ

る
。
減

俸

を

せ
ら

れ
た
結

果
、
税

金
支

彿
後

の

手

取
金
が
反

っ
て
増

す
と
云

ふ
不

合
理

の
結

果
を

も
生
す

る

の
で

あ

る
。
故

に

一
萬

二
千
圓

を
超

ゆ

る
所
得

に
あ
り

て
は
、「
動
勢
所

得

を
含

め
た

る

一
萬

二
干
圓

の
部

分
」
と

「
其

他

の
部

分

」と

に
総

所

得
金
額
を

分
ち

、
前

者

に
付

き

て
の
み

一
割

叉

は
二
割

の
動
勢

所
得
控
除

を
な

し

、
そ
れ
を
後

者

に
合
算

し

て
、
以

て
課

税
物
件

を
算

定

す

る
標

に
せ
ば
、
其

の
弊

害

を
避

け

る
事

が
出
来

る
。

む

む

む

パリ

む

む

　

　
　

特
種
扶
養
家
族
控
除
に
付
い
て
も
'
三
千
圓
以
下
の
所
得
者
と

限
っ
て
み
る
た
め
に
種
々
不
都
合
を
生
す
る
の
で
あ
る
。
第
四
表

の
示
す
所
で
あ
る
。

特
種
扶
養
家
族
三
人
の
家
庭
に
つ
い
て
見
る
に
、
三
千
圓
の
所

得

者

は

二
%
を
負
澹

し
、
三
千

一
圓

の
所
得
者

は

二
・
四
%

を
負
捲

す

る

の
で
あ

っ
て
、
動
勢

所
得
控
除

の
時
と

同

じ

く
不

都
合

で
あ

る
。
寧

ろ
保

瞼
料

と
同
様

に
、
凡

て
の
家

庭

に
通

じ
平
等

に
控
除

す

べ
き

で
あ

る
。
爾
濁
身



第四表 扶養家族控除が第三種所得税の
税率に及ばず影響比較表

人族
税
%藩騒

㎝

卿

o£

σ9

U

皿

沼

鷲

助

鍛

"

"

侃

αB

㎎

α9

m

珍

聡

U

局

幻

踊

"

鰯

貯

囎

㎝

ω

M

隠

M

揃

届

U

皿

踊

謂

脇

者
と
夫
婦
者
と
を
匪
馴
せ
ざ
る
鮎
と
扶
養
家
族

の
資
格
に
年
齢
其
他
の
限
定
を
加

へ
た
る
貼
と

は
、
所
得
税
法
の
改
正
に
あ
た
り
再
考
を
必
要

と
す
る
の
で
あ
る
。

扶養家族な
き家の税率

(%)

昭

四

m

m

B

B

M

瑞

瑞

揺

圏

鍋

踊

躍

鰯

所得金額
(固)

1,200

1.300

1,400

1,500

1,600

1,700

ユ,800

2,000

2,100

2,200

2,300

3,000

3,001

5,000

7;000

第
四

時
と
所
と
に
よ
る
税
率
の
攣
動

現
行
の
第
三
種
所
得
税
の
累
逡
税
率

の
課
税

最
低
限
を
引
下
げ
、
更
に
最
高
税
率
を
引
下
げ

よ
と
云
ふ
議
論
が
あ
る
と
思

へ
ば
"
逆

に
課
税

最
低
限
を
引
上
げ
、
最
高
税
率
を
引
上
げ
よ
と

云
ふ
説
を
唱

へ
る
人
も
見
受
け
る
の
で
あ
る
。

此
問

題

を
解

決

す

る
た

め

に
は
、
我

が
所
得

税

の
税
率

が
時
と
所

と

に
よ
り
如

何

に
愛

動
ず

る
か
を
考

へ
ね
ば
な

ら

糟
。

隅

所
得

税

の
税

率

の
高
低

を

比
較

す

る
時

に
は
輩

に
本

税

の
み
な
ら
す
、
地

方
附
加

税
率

の
有
無

と
其

の
高

低

と
を
考

へ
ね
ば

な
ら

ぬ
。
こ
れ
所

に
よ

る
税

率

の
鍵
動

の
問

題

で
あ

る
。
國
家

の
租
税
と
地

方

の
租

税
と
が
全

所
得
税
の
視
率
の
改
正

第
三
十
三
絵

二
三
七

第
二
號

八
」

8)騨 戸博士;

税 研究)
所得税に於ける累進牽(租 税研究 第十巻)最 小活資の免税(租



所
得
税
の
税
率

の
改
正

第
三
+
三
巻

二
三
八

第

二
號

・八
二

ぐ
濁

立
し

て
み

る
一

所

謂

↓
「Φ
言

毎
㎎

。・差
寄
ヨ

の
行

は

る

〉
一

国

に
於

て
は
問

題

で
な

い
が

、
國

税
制
度

と

地

方
税
制
度

と
が
互

ひ

に
交
錯

し
て

み

る
一

所
調

室

ω。
募
奇
言
ヨ

の
1

國

に
於

て
は
問

題
が
複
雑

で
あ

る
。

後

者

の
場
合

は
、
更

に
所
得

税
を

一
定
率

で
徴
牧
し

、
徴
収
額

の

一
部

分
を
国

家

よ
り
地

方
團
艦

に
與

へ
る
1

所
謂

蛤
空
。
三
9
叶
'く
①
叫。。
二
護
σq
。
昌

の
一

制
度

と

、
本
税

た

る
所
得
税

は
國
家

が
徴
収

し

、
更

に
そ

の
本

税

の
外

に

地

方
團

膿
が
所
得

税
附
加

税
を

徴
収
す

る
一

所
謂

Q。
器
器
餐
房
。
三
飯σq
①

の
1

制
度

と

に
匪

別

せ
ら

れ

る
の
で

あ

る

。

我

國

は

鍛

後

の

地

方

附

加

税

制

度

に
属

し

て

み

る

。

我

國

に

於

け

る
所

得

税

の
負

搬

総

額

を

所

に

よ

り

て

騙

聾

す

る

ど

、
瞑

琵

と

也

ケ

付

刑

死

レ
一
'f
旧

＼

ご

莚

峯

斤

ま

慧

己

田面
ぼ

こ

ノ
C

、
璽

監
斤

土

ヒ

吏

読

ド

怨
一　)

～

。

斤

躍
響
薯

.
r
,
-

ーノ
弄

一
4
」
一
ノ
F

ヌ

董

一
.ノ
`
メ

ノ

,

一一塵
　,.̀
月

乙

臼
μ
匠
フ
匠

』n
-

t

♂
1
車

ミ
`
月

吃
司
ノ
砲

口
月
「

「
」d
・イ

月

待

税

附

加

税

の

李

均

は

本

税

一
圓

に

濁

し

道

府

縣

税

三

十

五

銭

八

厘

、

市

税

附

加

税

十

四

銭

、

町

村

税

附

加

税

七

い

のユ

銭

六
厘

乏
な

り
、
次

の
如

く
で
あ

る
。

(本
税
に
封
ず
る
%
)

附
加
税
資
摺
傘

町
村
民

の
所
得
税

(
木
椀

に
…到
ナ
る
%
)

税
貢
槽
率

市
民

の
所
得
税
附
加

42.740.5

道
府
縣
視

10.016.0

市
町
村
税

52.756.5計

高

き

員

捲

24.010.6

6.521.0

道
府
縣
稀
薄
町
村
税

30.531.6計

低

き

貢

据

35.S35,8

道
府
縣
税

7.6ユ4.0

市
町
村
税

43.449.S計

卒

均

の

貢

捲

9)Terha】 】e3F三nanzwl罰en智chaft,S.544

10) 内 務 省 地 方 局;昭 和 五 年 度 地 方 財 政 概 要

.

、島
舞

r
藍

■皇
多

寡

銘

ppゼ

塗

舟
汽圧
「垂

ド
ニ
ー
o
陛

'
.



所
得
税
の
税
率
の
改
正

第五表 所得税の本税及び地方1附加税の税率比較表

所得金額

(圓)

1,200

1,500

2,000

3,000

5,000'

7,000

10,000

15,00

20,000;

:器

本税の税率(%)

第
三
十
三
巻

二
三
九

第

二
號

八
=

70,000

100,000

200,000

500,000

1,000,000

2,000,000

3,000,0{♪0

4,000,000

8

0

5

4

4

3

4

8

'
8

6

5

2

0

0

0

0

0

7

2

0

1

1

2

3

4

5

6

7

9

L

3

5

8

1

3

5

6

S

1

1

1

1

2

2

2

2

2

本税及び地方附加税合計の視牽(%)

齪 島市(雰艦 留)

3

6

4

7

4

7

4

1

1

2

3

δ

6

8

々
U

ゆ
"

0

9
」

1

1

⑪

4
幽

門
ゴ

印0

8

0

1

1

り
劃

刃
コ

ユ

0
0

0
0

8

り
一

2

2

り
U

9

1

膠
イ

一D

9

1

3

3

4
凸

144

森鴨 瀦繍地)

0

4

0

1

4

6

0

8

2

4

3

2

5

1

1

2

3

4

5

7

8

⑪

2

5

7

9

1

1

1

1

1

4
.

3

0

6

7

8

23

飢

30

蹠

趾

36

.

皐

鹿
児
島
市
と
大
阪
市
府
下
と
を
例
に
と
り
、
所
得
税
本
税
と
道
府
縣
附
加
税
及
び
市
町
村
附
加
税
と
を
加

へ
た
.

る
も
の
と
を
示
す
と
、
第
五
表
と
第
五
圖
表
と
を
得
る
事
が
出
來
る
。
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白
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率
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措
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負
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陣

刊

刊

日
弛
問
「

J
J
時

材

料

5
u
-

茂

る

る

Z

R
〒

得

け

恋

・

け

恋

・

忠

一

所

於

税

於

積

持
醐
F

種

陀

の

に

白

4
4
礼

一

三

下

計

市

計

の

戸

第

府

A
E

島
合

宿

『

税

阪

院

児

挽

持

-

国

大

加

鹿

加

U

阿

川

千

I

E

E

40.0 

35.0 

30.0 

第
三
十
三
巻

25.0 

20.0 

15.0 

10.0 

5.0 

二
四

O

第
二
一
競

ハ、
四

叶

日

l
」川

寸」

25.0 

20.0 

」
制

日
↑
税
率

%

1 2.000.0()O 

外
国
の
累
進
枝
容
を
日
本
の
そ

15.0 

10.0 

れ
と
比
較
す
る
際
に
は
其
の
園
の

500.000 

国
税
と
地
方
税
と
の
閥
係
が
分
離

制
度
に
よ
る
か
、
混
合
制
度
に
よ

る
か
、
混
合
制
度
に
よ
る
左
す
る

も
交
隅
税
制
度
な
り
や
、
附
加
税

制
度
な
り
ゃ
を
匝
別
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
リ
我
闘
の
如
〈
、
累
進
税
率
の

3.000 

所
得
税
本
税
に
封
し
、
地
方
附
加

暁
を
課
す
る
制
度
を
採
用
し
、
而

も
所
に
よ
り
附
加
税
率
の
藩
る
し

く
異
な
る
事
は
、
所
に
よ
る
税
率

の
合
理
性
を
傷
つ
け
る
事
が
少
く
な
い
。
設
率
の
勤
よ
り
考
へ
で
も
、
我
園
は
、
国
税
制
度
と
地
方
税
制
度
と
の

開
係
に
劃
し
て
根
本
的
に
反
省
す
る
必
要
が
め
る
。

ヱ
サ
府
に
よ
る
税
率
の
盤
動
を
支
配
す
る
要
素
と
し
て
財
政
需
要
の
鐘
動
、
物
債
の
盤
動
等
を
奉
C
ペ
〈
、
現



に

O
雪

二
μ費

の
如

き
は
財

政
需
要

の
如

何

に
よ
り
免
税
黙

を
動

か
さ
ん
と

企

て

、
み

る
が
"
苑

に
は
時

に
よ

る
税

率

の
愛
動

と
し

て
專

ら
物
.償

の
憂

動

に
よ

る
税
率

の
受

動
を
扱

び

た

い
の
で
あ

る
。

我
國

の
所

得
税

の
免

税
鮎

が
明
治

二
十

年

の
三
百
圓

、
大

正

二
年

の
四
百
圓

、
大

正
七
年

の
五
百
圓

、
大

正
九

年

の
八
百

圓

、
大

正
十

五
年

の
千

二
百
圓

と
漸
次
高

ま

り

つ

、
あ

る
事

は
、

一
は
物
償
騰
貴

の
趨

勢

に
押

さ
れ
て

み

る
結

果

で
あ

る
。
我
国

の
貨

幣

の
購
買
力

が
特

に
激
減

し

た

の
は
欧
州
大

戦
以
後

の
事

で
あ

る

か
ら

、
・免
税
貼

も
大

正
三
年

よ
り

現
今

に
至

る
ま

で

に
四
百
圓

よ
り

千
二
百
圓

に
三
倍

し

て
み

る
わ
け

で
あ

る
。
特

に
現
行

法

に

於

て
は
動
勢

所

得
控
除

、
特

種
扶
養
塚

族

控
除

,
保
険
料

の
控

除

が
行

は
れ

て
る
ウφ
か
ら
、
十
八
歳

未
満

の
子

供

を

二
人
有

し
、
保
険

料

二
百

圓
を
支
彿

ふ
動
勢

所
得
者

の
家

庭

を
考

へ
て
見

る
と

免
税

鮎
が

二
千
圓

に
上

っ
て
み

る
、

免
税
灘

の
増

加
割

合

は

一
層

大
な

り
と
云

は
ね
ば

な
ら
な

い
。
然

し
物

償

の
騰
貴
が
腰

を
入

れ
、
冷

や
敏

洲

大
戦

前

の
物
償

水

準

に
下
ら

ん
と

し
て

み
る
事

は
、
次

の
数
字

の
示
す
所

で
あ

る
。

東 京 卸 費
物 慎 指 数

年 月

聯
㎜

㎜
馴
㎜
鯉
㎜

㎜
細
浦

邪
㎜
鯉

㎜
㎜
㎜
脚

㎜

大正3年
7月

4年

眸

降

降

昨

昨

降

埠

脚

聯

蝉

聯

1

1

1

1

1

1

所
得
税
の
税
率

の
改
正

第 昭和2年

士3年

4年

5年

四6年6月

第

二
號

.

八
五

11)GUnther.a.a.(⊃ ・



所
得
税

の
税
率

の
改
正

第
三
十
三
巻

二
四
二

第
二
號

・

八
六

免
税

貼
と
税
恋
†
と

の
運

び
方

な

る
も

の
が
所
得

金
額

の
絶
掛

額

に
重

き

を

お

い
て
み

る
の
で
あ

れ
ば

、
或

は
物

償

の
攣
動

に
雁
　じ

て
之

を
憂

動

せ
し
む

る
必
要

が
な

か
ら

う
。
然

し
免
税
鮎

の
出
登
瓢

と
し

て
最

低
生

活
費

を
考

慮

し
、
中
所

得
階
級

に
始

め

て
輕

く
課

税

し
、
大

所
得

階
級

に
重

く
課
す

る
と
云

ふ
意

味

で
累
握

税
率
が
構

成

せ

ら

れ
て
み

る
も

の
と

せ
ば

、
貨

幣

の
購

買
力

の
攣
動

が
決
定

的

の
要
素

を
な

す
も

の
で
あ

る
。
物

償

の
激

憂

の
結

果
と

し

て
大

中

小

の
所
得

階
級

の
概
念

が
異

な

っ
て
来

る

に
從

ひ
、
免

税
鮎

及
び
税
率

を
或
は
高

く
、
又

は
低

く

ヨ

ヨ

ヨ

セ

ヘ

カ

す
ら

す
必
要

が
あ

る
。
五
厘

銅
貨

が
流
逓

界

よ
h
・影

を
ひ
そ

め
に
際

に
免
税

黙
を
引

上
げ
累
蓮

税
率

を
や
ら

し
に

の
で
あ

る
か
ら
、
流
通

界
が
再

び

五
厘

銅
貨
を

要
望

し
て

み
る
今

日

に
於

て
は
、
免
税
鮎
を
下
げ

累
進

税
率

を
逆

ヘ

ヘ

へ

に
す
ら

す
必
要

を
認

め
る

の
で
あ

る
。

第
五

所
得
税
法
の
改
正

所
得

税
法

の
改

正

は
、
實

は
商

工
會
議

所

の
源
泉
課

税
復

奮
運
動

か
ら
端

を
螢
し

た

の
で
あ

っ
た
が
、
其
結

果

は

口
火

を

つ
け
た
商

工
會
議
所

の
希
望

と
は
大
膿

に
於

て
異

っ
た
方
向

に
進

み

つ
～
あ

る
様

に
見

受
け
ら

れ

て
み

る
。

税
率

を
中

心
と

し

て
考

ふ
れ
ば

、
源
泉

課
税
主
義

は
比

例
税
を
中

心
と

し

.
綜

合
課
税
主
義

ぱ
累

進

税

の
適

用

を
可
能

な
ら

し
む

る
も

の
で
あ

る
。

一
般
所

得
税

の
本
質

は
累
進

税

を
以

て
始

め
て
登
挿

せ
ら
れ

る

の
で
あ

る
。

奇

く
も

一
般
所
得

税

を
採

用
す

る
以
上

は

、
進

ん

で
累
進

税
率

の
綜

合
課
税

キ
義

を
徹
底

せ
し
む

べ
'＼

少

く
と

.
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も

比
例
税
率

の
源
泉

課
税

主
義

に
復

臨

す

る
を
許

さ
な

い
の

で
あ

る
。
此
事

は

、
国
債

利
子

の
課
税

と
共

に
、
所

得

税

の
税
率

改
正

の
根

本
論
と

し

て
最

も
重
視

す

べ
き
問
題

で
あ

る
。

現
行
所
得

税

の
中

心

た
る
第

三
種
所
得

税

の
税
率

に
つ

い
て
は
、
明
治

三
十

二
年

以
來

の
数

回

の
改

正

で
相
當

整

っ
て
來

江
が

、
省

改

正

の
饒
地

が
存

し
て
み

る
。
眞
累

進

の
鮎

に
於

て
、
所

得
階
段

の
刻

み
方
及
び

税
率

の
進

み
方

に
恣
意

の
分
子

が

少
な

か
ら

キ
残

っ
て
み

る
。
更

に
準
累
進

に

つ
い
て
は
、
動
静

所
得
控
除

、
特

種
扶
養
家

族

の
控
除

に
飛

躍
的

の
視
座
†
が
行

は

れ
て
る

る
の
を
見
受

け

る
の
で
あ

る
。
此
等

の
諸
鮎

に
歯

し
、
更

に
反
省

の

ン
一更

,
'7
'Z
O
一

り
　　コドヲ

ご

り

最
後
に
・
所
得
税
量

す
る
轟

縣
附
袈

と
市
町
村
附
加
税
と
の
附
袈

が
地
方
に
よ
り
国
々
募

れ
、
所

得

税

の
負

搬
を
不
公
準

な

ら
し
め

て
み
る
。

こ
れ
は
、
国

税

と
地

方
税

と

の
制

度

の
立

て
方

を
根
本

的

に
改

め
ね

ば

、
救
済

の
道

が
な

い
の
.e
あ

る
。
叉
免
税
瓢

及
び

税
恋
丁
の
運
び
方

が
、
物
慣

騰
貴

の
時

の

み

に
縫
更

せ
ら

れ
、

下

落

の
際

に
は
澁
り
勝

ち

で
あ

る
。
大
衆

の
意

を
迎

へ
る
政
治
家

の
心
境
と

し

て
は
已
む

を
得

ぬ
所

で
あ

る
が

、

国
家

財

政

の
長

い
目

か
ら
見

れ
ば

、
此

方
面

の
改
正

に
も
相
當

の
英

断

を
行

ふ

べ
き

で
あ

る
。
所

に
よ
る
不

公
李

と
時

に
よ

る
不
公
李

と

は
、
所
得

税

の
改
正

に
あ

た
り
特

に
性
意

す

べ
き

で
あ

る
。

税
率

の
改

正
は

、
所

得
税
法

改
正

の
全
部

で
は
な

い
が

、
そ

の
重
要

部
分
た

る
事

を
失

は
な

い
。
従
来

は
税
率

改

正
が
第

二
次
的

に
扱

は
れ

て
る
た
が
、
今

度

こ
そ

は
税
制

整

理

の
中

心
問
題

と
す

べ
き
で
あ

る
。

所
得
税
の
税
率

の
改
正

第
三
十
三
巻

二
四
三

第
二
號

八
七


